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制度のご案内」をご確認ください。 

保険料の納付は口座振替や
スマホ決済アプリをご利用ください
　保険料の納付には、口座振替のほか、スマ
ートフォン決済アプリが利用できます。
　口座振替は、指定した金融機関の口座から、
納期ごとに振替納付されます。「うっかり納
付忘れ」を防止し、金融機関に行く手間も省
けて便利です。また、スマートフォン決済は、
銀行やコンビニなどに行くことなく、「いつ
でも」「どこでも」納付できます。
　手続きや納付方法は次のとおりです。
１．「ペイジー口座振替受付サービス」
～簡単便利で届出印の必要もありません～
　口座振替を希望の人は、
本人名義のキャッシュカー
ドと運転免許証など顔写
真付きの身分証明書を持っ
て、市役所か支所の窓口へ
２．「Web口座振替受付サービス」
～自宅のパソコンから申し込めます～
　自宅のパソコンで、市ホームページを通じ
て、委託先のシステム会社のサイトから申し

７月に新しい保険証を発送します

　８月１日から使用する国保と後期の保険証
を７月中に届くように順次発送します。簡易
書留郵便で送りますので、留守の場合は不在
票が投函されます。保険証が届いたら、記載
されている住所、氏名を確認し、誤りがある
場合は国保年金課へご連絡ください。
●８月～７年７月に75歳になる人　
　国保の保険証の有効期限は75歳の誕生日の
前日です。75歳の誕生日の前月に後期の保険
証が交付されます。 

保険料納入通知書を発送します

　７月中旬に保険料納入通知書を発送します。
保険料の納期限は、国保が７月から翌年３月、
後期が７月から翌年２月までの毎月末日（金
融機関休業日の場合は翌営業日）です。保険料
は、前年の所得に基づいて計算されます。所
得や加入世帯員が増減すると、年度の途中で
も保険料額が変更となる場合があります。
　また、６年度から保険料の賦課限度額及び
軽減基準が一部変更となります。詳細は「私
たちの国民健康保険料」や「後期高齢者医療

国民健康保険と後期高齢者医療制度
保険証と保険料納入通知書を発送します

込めます。手元に通帳・キャッシュカードな
ど、金融機関名・支店名・口座番号が確認で
きるものを用意し、手続きしてください。
３．市役所・支所・連絡所や市内の金融機関
で「口座振替」の手続きができます
　身分証明書・キャッシュカードがない場合
は、通帳・届出印を持って、市役所、支所・
連絡所や市内の金融機関で口座振替依頼書を
記入して手続きしてください。
４．24時間キャッシュレスで納付できます
　納付書表面のバーコードを１枚ずつスマー
トフォンで読み取るだけで、24時間キャッシ
ュレスで納付ができるようになりました。利
用できる決済アプリなど詳しくは、市ホーム
ページで確認してください。

保険料の納付で困ったら相談を

　保険料を完納している世帯との公平性を保
つため、保険料の滞納が続いている世帯には、
差し押さえなどの滞納処分を行います。
　保険料の納付に関する相談は随時受け付け
ています。また、納付相談員が未納世帯の訪
問もしていますので、支払いが困難な場合は
ご相談ください。不在のときは、不在票と未
納状況がわかる書類を投函します。
　平日に相談できない人に、毎月１回休日納
付相談を市役所で行っています。相談を実施
している開庁日など詳細は、市ホームページ
や広報やちよで確認してください。

マイナンバーカードが保険証として使えます

　保険証と保険料納入通知書を７月中に届くように発送します。国民健康保険（国保）
は世帯ごと、後期高齢者医療制度（後期）は個人ごとに送付します。また「国保のてびき」
「私たちの国民健康保険料」や「後期高齢者医療制度のご案内」などのパンフレット
も同封します。併せてご確認ください。
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　令和６年12月より健康保険証の発行が終了し
ます。保険証は券面に記載された有効期限まで
使用できますが、マイナンバーカードに健康保
険証の機能を登録されていない人は、登録をご
検討ください。
　登録する場合は、下記のとおりです。
■登録に必要なもの　①申込者本人のマイナン
バーカード、あらかじめ設定した数字４桁の暗
証番号、②マイナンバーカード読取対応のスマ
ートフォン、またはパソコンとＩＣカードリー

ダーが必要です。
■登録方法　以下の３つから選択できます。　
①パソコンやスマートフォンから「マイナポー
タル」で行う、②セブン銀行ＡＴＭから行う、③
マイナ保険証に対応した医療機関や薬局の受付
カードリーダーで行う。
■利用可能な医療機関や薬局のリスト　厚生労
働省ホームページでも利用可能な医療機関・薬
局を公開しています。右のコードからも見られ
ます。利用可能な医療機関や薬局は右のステッ

カーが目印です。 
■問い合わせ先　マイナンバー総合フリーダイ
ヤル 0120-95-0178　音声ガイダンスに従って
お進みください。平日は午前９時30分～午後８
時。土曜・日曜日、祝日は午前９時30分～午後
５時30分まで（年末年始除く）

▲厚生労働省
ホームページ▲このマークが目印

お問い合わせは 国保年金課
資格・給付班 421-6742へ
保険料班 421-6743へ
高齢者医療班 421-6745へ


